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★
６
月
定
例
会
最
終
日

（
14

日
）
と
臨
時
議
会

（
24

日
）
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

消
費
税
10
％
中
止
求
め
る
意
見
書 

西
澤
議
員
が
阪
東
議
員
、
山
田
充
議
員
の
連
名
で

提
出
し
た
「消
費
税
10
％
実
施
の
中
止
求
め
る
意
見

書
」
は
、
賛
成
９
、
反
対
２
で
可
決
。
「甲
良
町
に
お

け
る
２
％
の
増
税
額
は
」
「単
純
計
算
で
約
２
億
８
千

万
円
に
な
り
」
「町
民
の
く
ら
し
と
地
域
経
済
は
大
打

撃
を
受
け
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
す
」

と
訴
え
て
い
ま
す
（内
容
は
甲
良
民
報
７
６
１
号
で

既
報
）。 

 

辺
野
古
基
地
建
設
反
対
意
見
書 

西
澤
議
員
は
山
田
充
議
員
と
連
名
で
「辺
野
古

米
軍
新
基
地
建
設
の
即
時
中
止
を
求
め
る
意
見
書

（案
）」
を
提
出
。
賛
成
４
、
反
対
７
で
否
決
さ
れ

ま
し
た
。
意
見
書
は
、
沖
縄
県
民
の
圧
倒
的
な
民

意
を
強
調
し
「国
民
主
権
と
地
方
自
治
を
掲
げ
る

日
本
国
憲
法
の
も
と
で
、
こ
の
民
意
を
無
視
す
る

こ
と
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
。」
「超
軟
弱
地
盤
の

問
題
は
極
め
て
深
刻
」
で
「政
治
的
に
も
技
術
的

に
も
新
基
地
建
設
の
展
望
は
な
い
こ
と
を
悟
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
強
調
し
て
い
ま
す
。  

 

野
瀬
町
長

へ
問
責
決
議 

西
澤
議
員
は
、
西
川
、
建
部
、
木
村
、
山
田
裕

康
、
山
田
充
の
各
議
員
の
連
名
で
野
瀬
町
長
に
対

す
る
問
責
決
議
（案
）
を
提
出
。
賛
成
７
、
反
対

４
で
可
決
し
ま
し
た
。 

理
由
・根
拠
と
し
て
、
❶
25
年
選
挙
の
落
選
後
、

支
援
者
か
ら
野
瀬
喜
久
男
後
援
会
に
寄
付
さ
れ
た

１
２
０
万
円
の
不
記
載
疑
惑
。
❷
選
挙
終
盤
２
日

の
３
０
０
食
の
弁
当
代
不
記
載
お
よ
び
「１
日45

食
＝
法
定
限
度
数
」
超
過
疑
惑
。
❸
支
援
者
２
人

に
は
「全
額
選
挙
に
使
った
」
と
答
え
、
選
挙
管

賛否賛否賛否賛否がががが別別別別れれれれるるるる主主主主なななな議案議案議案議案のののの表決表決表決表決    
議
員
名 

（敬
称
略
） 

消
費
税
10
％
中
止
意

見
書 

辺
野
古
新
基
地
建
設

中
止
意
見
書 

野
瀬
町
長
へ
の
問
責

決
議 

町
長
給
与
70
％
削
減

条
例 

再
議
「町
長
給
与

70
％
削
減
」
の
是
非 

岡田隆行 〇 ● 退 ● 〇 
田中彰浩 〇 ● ● ● ● 
山田 充 〇 〇 〇 〇 〇 
山田裕康 〇 〇 〇 〇 〇 
野瀬欣廣 ● ● ● ● ● 
阪東佐智男 〇 ● 〇 ● ● 
宮嵜光一 ● ● ● ● ● 
木村 修 〇 ● 〇 退 〇 
西川誠一 〇 〇 〇 〇 〇 
建部孝夫 〇 ● 〇 〇 〇 
西澤伸明 〇 〇 〇 〇 〇 
丸山恵二 議長のため裁決に

参加せず 
〇 〇 

 
〇＝賛成 ●＝反対 退＝退場・棄権 

理
委
員
会
に
は
「使
い道
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
」
と
述

べ
、
「支
援
者
の
善
意
を
踏
み
に
じ
る
姿
勢
は
、
全

て
の
甲
良
町
民
に
対
す
る
誠
実
な
政
治
姿
勢
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
」
と
批
判
。 

「公
職
選
挙
法
違
反
の
疑
い
が
濃
厚
で
」
「猛
省

を
求
め
る
と
と
も
に
」
「刑
事
責
任
を
も
進
ん
で
果

た
す
こ
と
を
強
く
求
め
る
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

町
長
給
与 

当
分
の
間
７
割
カ
ッ
ト 

 

野
瀬
町
長
に
対
す
る
問
責
決
議
が
可
決
し
た
こ

と
を
受
け
、町
長
給
与
の
７
割
削
減
を
賛
成
５
反
対

５
、
議
長
の賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。 

  

町
長

「７
割
削
減
に
異
議
あ
り
」

議
会

「拒
否
権
に
正
当
性
な
し
」

 

20
日
、
野
瀬
町
長
は
、
地
方
自
治
法
第
１
７
６

条
に
基
づ
く
「再
議
」
（や
り
直
し
）
を
申
し
立
て

「首
長
の
拒
否
権
」
を
発
動
。
そ
の
「再
議
」
の
是

非
を
判
断
す
る
た
め24
日
（月
）
臨
時
議
会
が
招

集
。
野
瀬
町
長
は
「同
じ
事
実
に
基
づ
き
」
「再
度

の
不
利
益
処
分
」
な
ど
３
点
の
再
議
理
由
を
説
明
。

質
議
・討
論
で
は
、
次
々
と
新
し
い
疑
惑
が
判
明
し

た
こ
と
な
ど
、
再
議
の
理
由
へ
の
批
判
が
続
出
。
採

決
の
結
果
、
当
初
に
は
反
対
・退
席
し
た
議
員
も
再

議
理
由
は
納
得
で
き
な
い
と
し
て
、
賛
成
８
、
反
対

４
で
「７
割
削
減
」
が
確
定
し
ま
し
た
。 

一度
可
決
し
た
条
例
を
首
長
が
拒
否
で
き
る
場

合
は
正
当
な
「再
議
理
由
」
が
必
要
と
さ
れ
、
特
別

多
数
（出
席
数
の
３
分
の
２
）
で
決
す
る
と
定
め
て

い
ま
す
。
甲
良
町
議
会
は
「理
由
」
の
正
当
性
な
し

と
判
断
し
、当
初
の
議
決
を
「是
」と
し
た
の
で
す
。

反
対
し
た
議
員
は
質
議
・討
論
と
も
一言
も
発
言
し

ま
せ
ん
で
し
た
。 

 


